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財務大臣麻生太

処分説明書の一部訂正について

貴殿に対し、平成30年3月9日に交付しました懲戒減給処分（平成30年3月9
日発令）に係る処分説明書の教示柵について、下記のとおり訂正いたしますので、ご

‐〆

連絡いたします。

記

(教示）

1． この処分についての審査請求は、国家公務員法第90条及び人事院規則13－1の
規定により､この説明書を受領した日の翌日から起算して3箇月以内に、人事院に
対して、することができます。ただし、この期間内であっても、処分があった日の
翌日から起算して1年を経過した後は、することができません。

2． この処分についての処分の取消しの訴えは、国家公務員法第92条の2の規定に
より､審査請求に対する人事院の裁訣を経た後でなければ提起することができませ
ん。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、人事院の裁決を経な
いで、処分の取消しの訴えを提起することができます。

①審査請求があった日から3箇月を経過しても、人事院の裁決がないとき。
②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の
必要があるとき。

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

この処分の取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決があ．ったことを知っ
た日の翌日から起算して6箇月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表す
る者は法務大臣となります｡)、提起しなければなりません。ただし、この期間内で
あっても、人事院の裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後は、提起
することができません。

（注）この処分を行った者が行政執行法人に所属する者である場合にあっては、こ
の処分の取消しの訴えの被告及び訴訟において被告を代表する者は、その者が所
属する行政執行法人及びその長となります。

以上

一入


